
舞鶴 市水 道事 業の 緊 急応 援業 務に 関す る 覚書 
 

(趣旨 ) 
第 1 条  こ の覚 書 は、 舞鶴 市(以 下「 甲」 とい う。)と、      （ 以下 「 乙」
と い う 。） と の 間 に お い て 、水 道 施 設 等 に お い て 災 害 に よ る 事 故 等 が 発 生 し 、 緊
急に 復旧 作業 を行 わ なけ れば なら ない 場 合、水 道事 業を 遂行 する 上で 甲の 要請 に
応じ て行 う復 旧作 業 等応 援業 務に 必要 な 事項 を定 める もの と する 
 （ 応援 業務 内容 等 ）  
第２ 条 応援 業務 内 容は 、お おむ ね次 の とお りと する 。 

 (1) 復旧 作業 及 び関 連作 業 
 (2) 復旧 資機 材 の供 出  
 (3) 給水 活動 及 び活 動に 伴う 資機 材 の供 出 
 (4) 広報 活動 及 び活 動に 伴う 資機 材 の供 出  
 （ 応援 の要 請）  
第３ 条 甲は、事故 等が 発生 し緊 急対 応 を必 要と する 場合 は 、事故 の発 生場 所及

び状 況等 を明 らか に し、 乙に 要請 する 。 
２ 要請 は、水 道事 業の 持つ 特性 に鑑 み 、休日 及び 時間 帯を 問わ ずに 行う もの と

する 。  
 （ 応援 体制 の保 持 ）  

第４ 条 乙は、事業 所内 で連 絡網 を整 備 し、緊 急時 の要 請に 対し 速や かに 応じ ら
れる 体制 を保 持す る こと 。  

２ 乙は 、甲 に対 し て代 表連 絡者 を書 面 によ り届 け出 なけ れ ばならな い。  

３ 乙は、前項 の届 出内 容に 変更 があ る 場合 は、甲 に対 して 書面 によ り速 やか に
届け 出な けれ ばな ら ない 。 

 （ 復旧 等作 業手 順 ）  
第５ 条 復旧 等の 作 業は 、甲 の指 示に よ り行 うも のと する 。 
 （ 事務 処理 ）  
第６ 条 緊急 対応 で ある こと から、甲、乙と も作 業終 了後 速 やか に所 定の 手続 を

行う こと 。  
 

 



 （ 費用 の支 払）  
第７ 条 応援 業務 等 に要 した 費用 の支 払 いに つい ては、甲の 清算 に基 づき 乙に 支

払う もの とす る。  
 （ 罰則 ）  
第８ 条 甲は、第３ 条第 １項 の規 程に 基 づく 応援 の要 請に 対 して 乙が 正当 な理 由

なく これ を拒 んだ 場 合、 乙を 指名 回避 す るこ とが でき る。 
 （ 期間 ）  
第 ９ 条  こ の 覚 書 の 期 間 は     年   月   日 か ら    年   月   日

まで とす る。  

  ただ し、覚 書期 間満 了１ 箇月 前ま で に甲、乙い ずれ か一 方よ り何らか の申 し
出が ない 場合 は、さ らに 覚書 期間 を１ 年 間延 長す るも のと し 、以降 の満 了の 場
合も 同様 とす る。  

 （ 協議 ）  
第１ ０条  甲 と乙 は 、本覚 書書 に定 めの ない 事項 につ いて は 、甲、乙 協議 によ り

定め るも のと する 。  

  
  上 記 覚 書 の 取 り 決 め を 証 す る た め 、 本 書 ２ 通 作 成 し 記 名 押 印 の 上 、 各 自 そ  

の１ 通を 保有 する も のと する 。 
 

     年   月   日  
              甲   舞 鶴市  
                 舞 鶴市 長  

              
 

 乙    


